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東京大学は、人類と自然の共存、安全な環境の創造、諸地域の均衡のとれた持続的な発展、科学・技

術の進歩、および文化の批判的継承と創造に、その教育・研究を通じて貢献すると東京大学憲章には謳

われている。これをふまえて、環境に関する具体的取組を明示するために、東京大学は下記の「東京大

学環境理念」及び「東京大学環境基本方針」を定める。 

 

 

東京大学環境理念 

 

21世紀に入り、社会はこれまでの大量生産、大量消費、大量廃棄による資源の浪費型から持続的に発

展可能な循環型へ変革することが一層強く求められている。この大きな流れと東京大学憲章をふまえ、

東京大学は、世界をリードする大学として、蓄積された知と世界的視野を持ち社会からの要請に応え得

る人材を育成するとともに、学外との積極的な連携により循環型社会の形成に貢献することによって、

国民と社会から付託された資源による教育・研究成果を社会に還元する。われわれは東京大学の環境保

全活動や環境改善研究活動の全容を公開し、環境配慮型キャンパスの構築を目指す。さらに「開かれた

大学」として社会の評価にさらすことで積極的に自らを変革し、世界における環境改善に関する学術、

知及び文化の創造・交流、そして社会の持続的な発展に貢献することを弛まず追求する。これらの実現

のために、われわれは、東京大学環境基本方針に沿った活動を継続的に行う。 

 

 

東京大学環境基本方針 

 

（教育及び研究） 

１．東京大学は、総合大学としての特性を活かした教育活動と研究活動を融合し、環境に関する科学・

技術の進歩に貢献し、環境に配慮した文化の発展に寄与する。 

（大学の社会責任） 

２．東京大学のすべての構成員が、大学運営に対して適用される環境関係法令と大学で定めた基準を遵

守し、研究活動による環境汚染の予防に努める。 

（環境負荷の低減） 

３．東京大学は、大学運営と教育研究活動から発生する環境負荷の低減と省資源・省エネルギーを図り、

国民と社会から付託された資源を最も有効に活用し活動の持続性と向上を追求する。 

（地球社会の持続的発展） 

４．東京大学は、大学の枠や国境を越えて他大学や内外の研究機関との連携による研究に積極的に取り

組み、地球社会の持続的発展に貢献する。 

（地域の環境保全） 

５．東京大学は、地域社会の一員として環境に配慮した大学運営を図り、地域の環境保全に貢献する。 

（自己改善） 

６．東京大学は、環境方針を達成するための環境目的及び環境目標を設定して環境保全活動を展開し、

これを継続的に省みて見直し改善を図る。 

（情報公開） 

７．東京大学は、環境に影響を与える活動を自ら点検し、環境情報を学内外に公開する。 

 


